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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月22日(2009.4.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウムを主成分とする円筒状基体に切削油を用いて旋盤による切削加工を施す切
削工程と、加工後の円筒状基体を脱脂及び清浄化するための洗浄工程とを有する円筒状基
体の洗浄方法において、
　前記円筒状基体を脱脂及び清浄化するための洗浄液が貯留された貯留槽と、前記円筒状
基体表面の汚染状態及び／又は前記洗浄液の汚染状態を検出する検出手段とを用いて前記
円筒状基体の清浄化を行うことを特徴とする円筒状基体の洗浄方法。
【請求項２】
　前記洗浄工程が少なくとも脱脂工程、リンス工程及び乾燥工程を含み、少なくとも前記
脱脂工程終了後又は前記乾燥工程終了後に前記円筒状基体表面の汚染状態を検出する請求
項１に記載の円筒状基体の洗浄方法。
【請求項３】
　前記洗浄工程が少なくとも脱脂工程、皮膜形成工程、リンス工程及び乾燥工程を含み、
少なくとも前記脱脂工程終了後、前記皮膜形成工程終了後又は前記乾燥工程終了後に前記
円筒状基体表面の汚染状態を検出する請求項１に記載の円筒状基体の洗浄方法。
【請求項４】
　前記円筒状基体表面の汚染状態を検出する複数の検出手段を用い、それら複数の検出手
段で前記円筒状基体の長手方向における異なる位置の汚染状態を検出する又は異なる種類
の汚染物質を検出する請求項１～３のいずれかに記載の円筒状基体の洗浄方法。
【請求項５】
　前記洗浄工程が少なくとも脱脂工程、リンス工程及び乾燥工程を含み、少なくとも前記
脱脂工程を行う脱脂槽内に貯留されている洗浄液又は前記リンス工程を行うリンス槽内に
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貯留されている洗浄液の汚染状態を検出する請求項１～４のいずれかに記載の円筒状基体
の洗浄方法。
【請求項６】
　前記洗浄工程が少なくとも脱脂工程、皮膜形成工程、リンス工程及び乾燥工程を含み、
少なくとも前記脱脂工程を行う脱脂槽内に貯留されている洗浄液、前記皮膜形成工程を行
う皮膜形成槽内に貯留されている洗浄液又は前記リンス工程を行うリンス槽内に貯留され
ている洗浄液の汚染状態を検出する請求項１～４のいずれかに記載の円筒状基体の洗浄方
法。
【請求項７】
　前記洗浄液の汚染状態を検出する複数の検出手段を用い、それら複数の検出手段で前記
洗浄工程に含まれる各々の工程にて異なる種類の汚染物質を検出する請求項５又は６に記
載の円筒状基体の洗浄方法。
【請求項８】
　前記検出手段が所定の汚染を検出した場合、警報装置が稼働する請求項１～７のいずれ
かに記載の円筒状基体の洗浄方法。
【請求項９】
　前記検出手段が、前記円筒状基体表面の汚染状態及び／又は前記洗浄液の汚染状態をＩ
Ｒスペクトルにより測定し、所定の波長におけるＩＲスペクトルの吸光度に基づいて前記
汚染状態を検出する検出手段である請求項１～８のいずれかに記載の円筒状基体の洗浄方
法。
【請求項１０】
　前記検出手段が所定の汚染を検出した場合、前記検出手段から出力される信号に基づい
て洗浄工程を停止させ、自動で、汚染が検出された貯留槽内に貯留された洗浄液を前記貯
留槽から排出し、新しい洗浄液を前記貯留槽内に供給し、再び所定の洗浄条件になった時
点で円筒状基板の洗浄を開始する請求項１～９のいずれかに記載の円筒状基体の洗浄方法
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　一方、（Ｃ）の洗浄工程でアルミニウム表面に付着した汚物は、有機物汚染と洗浄シミ
の２つに大きく分けられる。有機物汚染は、切削工程でアルミニウム表面の酸化を防ぐた
めにコーティングされた切削油を脱脂槽にて完全に除去できなかった時に生じる場合があ
る。また、洗浄シミは、薬液によるシミと水によるシミとに分けることができる。薬液に
よるシミの１つ目の原因として、洗浄工程を繰り返し行うことにより、円筒状基体に付着
した脱脂槽の薬液がリンス槽へと持ち込まれるためにリンス槽内の洗浄液が汚染されるこ
とが挙げられる。これにより、リンス工程後の円筒状基体表面に薬液が付着して薬液によ
るシミが発生する。また、もう１つの原因として、脱脂槽の温度上昇が挙げられる。これ
により、円筒状基体自体の温度が上昇するため、脱脂槽からリンス槽への搬送中に円筒状
基体表面が乾いてしまい、その結果、円筒状基体表面に付着していた薬液が固着するため
に薬液によるシミが発生する。そして、水によるシミの原因としては、リンス工程での洗
浄液が完全に除去できない場合が挙げられる。これは、乾燥工程にて乾燥が適切に行われ
なかったために、円筒状基体表面に水滴が残ってしまい、これが乾くことによって水によ
るシミが発生する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２２】
　詳細に記述すると、本発明は、アルミニウムを主成分とする円筒状基体に切削油を用い
て旋盤による切削加工を施す切削工程と、加工後の円筒状基体を脱脂及び清浄化するため
の洗浄工程とを有する円筒状基体の洗浄方法において、
　前記円筒状基体を脱脂及び清浄化するための洗浄液が貯留された貯留槽と、前記円筒状
基体表面の汚染状態及び／又は前記洗浄液の汚染状態を検出する検出手段とを用いて前記
円筒状基体の清浄化を行うことを特徴とする円筒状基体の洗浄方法に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　上記のように、アルミニウムを母材とする円筒状基体表面及び／又は、前記円筒状基体
を洗浄する貯留槽内に貯留された洗浄液の汚染状態を検出して厳密に管理することにより
、経時的に発生する洗浄液の汚染や突発的な洗浄装置の異常に起因した異常成長部の発生
を安定して抑制することが可能となる。この結果、画像欠陥の良好な電子写真感光体を安
定して提供することが可能となった。更に、脱脂槽や皮膜形成槽内の洗浄液を能力が低下
するまで使うことが可能となるため、メンテナンス回数が低減し、生産コストの低減が可
能となった。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　脱脂槽１１の第１槽には、円筒状基体表面１０１に付着した切削油の除去ができたかを
判別するために、円筒状基体表面１０１の汚染状態を検出するための汚染検出手段１０２
が設置されている。また、リンス槽３０第２槽には、脱脂槽１１から持ち込まれた洗浄液
による汚染を判別するために、リンス槽１３内の洗浄液中の汚染状態を検出するための汚
染検出手段１１１が設置されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　切削加工後の円筒状基体２０１は、投入台２１０上に置かれた後、搬送機構２０６によ
り脱脂槽に搬送される。図５は、図２の脱脂槽２１の詳細図である。脱脂槽５１内には、
純水で希釈された界面活性剤の洗浄液５０４が貯留されており、貯留槽５０３と貯槽５１
２の間を循環ポンプ５１６により洗浄液が循環している。このとき、洗浄液５０４は、ヒ
ーター５１７及び冷却機構５１８により所定の温度となるように制御されている。また、
槽内循環ポンプ５１４によって、槽内循環ライン５１３を通って槽内循環が行われている
。搬送機構５０６は、搬送レール５１９と搬送アーム５２１よりなり、搬送アーム５２１
は、搬送レール５１９上を移動する移動機構５２０、円筒状基体５０１を保持するチャッ
キング機構５２３及びチャッキング機構５２３を上下させるためのエアーシリンダー５２
２よりなっている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　次に、円筒状基体２０１は、搬送機構２０６により皮膜形成槽に搬送される。図６は、
図２の皮膜形成槽の詳細図である。皮膜形成槽６１内には、純水にインヒビターを加えた
洗浄液６０４が貯留されており、脱脂槽と同様に貯槽循環及び槽内循環が行われている。
この皮膜形成槽６１では、円筒状基体６０１表面に腐食防止のための皮膜の形成が行われ
る。皮膜形成工程が終了した後、受け台６０９により洗浄液６０４より取り出し、搬送機
構６０６により引き上げられる。このとき、皮膜形成槽６１内に貯留されている洗浄液６
０４の汚染を検出する汚染検出手段６１１により皮膜形成工程後の洗浄液６０４の状態を
測定する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　本発明において、アルミニウムを母材とする円筒状基体の洗浄工程は、前記円筒状基体
表面の汚染状態、及び／又は円筒状基体を脱脂及び清浄化するための貯留槽内に貯留され
た洗浄液の汚染状態の少なくとも１つを検出しながら円筒状基体の清浄化を行うことを特
徴としている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　ここでいう脱脂工程終了後とは、脱脂槽１１内の洗浄液１０４（１）から取り出される
、すなわち、円筒状基体が脱脂槽から引き上げられてから次の洗浄槽に浸漬するまでの間
であり、同様に、乾燥工程終了後とは、乾燥槽１４の処理液１０４（４）から取り出され
る、すなわち、乾燥槽１４から引き上げられてから洗浄後ストッカー１０８に置かれるま
での間を意味する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　皮膜形成工程終了後の円筒状基体表面の汚染状態を検出する場合、汚染検出手段にて検
出する物質は、皮膜形成工程へと持ち込まれた脱脂工程で用いられる洗浄液を検出するこ
とが好ましい。ここでいう皮膜形成工程終了後とは、円筒状基体が皮膜形成槽２２内の洗
浄液２０４（２）から取り出される、すなわち、皮膜形成槽２２から引き上げられてから
次の洗浄槽に浸漬するまでの間を意味する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
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　本発明において、異なる機能を有する洗浄槽の少なくとも２つ以上に、少なくとも２つ
以上の汚染検出手段を用いて汚染を検出する場合には、図３のように、円筒状基体表面の
汚染状態を検出する汚染検出手段３０２の測定位置が円筒状基体３０１（ｂ）の長手方向
で異なることが好ましい。また、前記洗浄液の汚染状態を検出する汚染物質が各洗浄槽で
異なることが好ましい。更に、円筒状基板表面と前記洗浄液の汚染状態が異なる洗浄槽に
て検出を行う場合には、検出する汚染物質が各槽で異なる種類であることが好ましい。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　図８は、洗浄液８０４として薬液を用いる脱脂槽及び皮膜形成槽等の貯槽を有する洗浄
槽における自動洗浄液交換工程を説明するための概略説明図である。貯留槽８０３内に貯
留された洗浄液８０４の汚染を汚染検出手段８１１が検出した場合、汚染検出手段８１１
より出力された信号により制御部８２８が、循環ラインポンプ８１４、貯留槽供給用ポン
プ８１６を止め、ヒーター８１７を切る。その後、開閉バルブ８２４を開き、貯留槽８０
３、循環ライン８１３及び貯槽８１２に入っている洗浄液を排出する。貯留槽８０３及び
貯槽８１２に設置されている不図示の液面センサーにより貯留槽８０３及び貯槽８１２内
に洗浄液が無くなったことを検出した後、液面センサーより出力された信号により開閉バ
ルブ８２４を閉め、次に予備貯槽開閉バルブ８２６を開き、予備貯槽ポンプ８２５を稼働
して予備貯槽８２７から貯槽８１２へと新しい洗浄液を供給する。貯槽８１２の液面セン
サーが貯槽８１２への洗浄液の供給を識別した後、貯留槽供給用ポンプ８１６、ヒーター
８１７を稼働させる。貯留槽８０３の液面センサーが洗浄液の所定の貯留量を識別した後
、循環ラインポンプ８１４を稼働させる。予備貯槽の不図示の液面センサーが液面を検出
したら、予備貯槽ポンプ８２５を止め、予備貯槽開閉バルブ８２６を閉める、新しい洗浄
液の交換を終了する。新しい洗浄液の交換終了後、所定の温度まで洗浄液が昇温された後
、再び洗浄工程が稼働する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　図９は、リンス槽及び乾燥槽等の貯槽の無い洗浄槽における自動洗浄液交換工程を説明
するための概略説明図である。貯留槽９０３内に貯留された洗浄液９０４の汚染を汚染検
出手段９１１が検出した場合、汚染検出手段９１１より出力された信号により制御部９２
８が、供給ラインからの供給を止めた後、循環ラインポンプ９１４を止める。その後、開
閉バルブ９２４を開き、貯留槽９０３及び循環ライン９１３内の洗浄液９０４を排出する
。貯留槽９０３に設置されている不図示の液面センサーにより貯留槽９０３に洗浄液９０
４が無くなったことを検出した後、液面センサーより出力された信号により開閉バルブ９
２４を閉めた後、供給ラインを開いて洗浄液９０４を供給する。貯留槽９０３の液面セン
サーが洗浄液の所定の貯留量を識別した後、循環ラインポンプ９１４を稼働させ、新しい
洗浄液の交換を終了する。新しい洗浄液の交換終了後、所定の温度まで洗浄液が昇温され
た後、再び洗浄工程が稼働する。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【０１０２】
【表１】

　＜洗浄工程１＞
　まず、全工程の貯留槽を清掃し、新しい洗浄液に交換した。各貯留槽内に貯留されてい
る洗浄液の温度が表１の条件で安定したのを確認した後、洗浄前ストッカーに置かれた円
筒状基体を搬送アームにより脱脂槽へと搬送する。搬送された円筒状基体は、界面活性剤
として、アルミ用侵食低起泡性液状脱脂剤（ヘンケルジャパン（株）社、商品名；ａｌｍ
ｅｃｏＣＴ－２９）を純水で３０倍に希釈した洗浄液に浸透させ、約４０ｋＨｚの超音波
を５Ｗ／リットルの出力で超音波処理を所定の時間行った。脱脂槽での洗浄が終了後、搬
送アームにより脱脂槽より円筒状基体が完全に引き上げられた時に、円筒状基体上端から
３０ｍｍ位置を円筒状基体表面の汚染を検出するためのＩＲスペクトルによる汚染検出手
段（株式会社チノー製；赤外線多成分計ＩＲＭＡ５２Ｓ２）により、比較波長３．２０μ
ｍ、汚染検出用波長３．３８μｍでの吸光度を測定した。そして、比較波長の吸光度を基
準とした時の汚染検出用波長３．３８μｍの吸光度から、円筒状基体表面に付着した切削
油の吸光度を求めた。この３．３８μｍの波長は、下記に示す＜ＩＲスペクトル測定＞に
より切削油を測定した際に最も吸収率の高い波長である。また、３．２０μｍの波長は、
切削油を測定した際に変化が見られなかった波長である。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０３】
　次に、皮膜形成槽に円筒状基体を搬送し、水温２５℃に制御した純水（１０ＭΩ／cm）
に珪酸カリウム（日本化学工業株式会社製；商品名；Ａ珪酸カリ）を純
水で０．５％に希釈した洗浄液中に円筒状基体を浸漬させた。皮膜形成槽での洗浄が終了
後、円筒状基体が完全に洗浄液から搬出された時点で、皮膜形成槽内の洗浄液の汚染を検
出するためのＩＲスペクトルによる汚染検出手段（株式会社チノー製；赤外線多成分計Ｉ
ＲＭＡ６１Ｓ２＋ＩＲ－ＷＣＣ１）により、比較波長として２．１０μｍ、汚染検出用波
長２．３１μｍでの吸光度を測定した。そして、比較波長の吸光度を基準とした時の汚染
検出用波長２．３１μｍの吸光度から、皮膜形成槽内に貯留されている洗浄液中の界面活
性剤の吸光度を求めた。この２．３１μｍの波長は、下記に示す＜ＩＲスペクトル測定＞
により脱脂工程で用いられる界面活性剤を測定した際に吸収率の高い波長である。また、
２．１０μｍの波長は、界面活性剤を測定した際に吸収率に変化が見られなかった波長で
ある。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
　但し、各汚染検出手段の警報出力設定として、脱脂槽に設置した汚染検出手段は吸光度
が０．３０、脱脂槽は０．４０、乾燥槽は０．３５とし、各汚染検出手段から警報が出力
された場合には、手動にて汚染が検出された洗浄槽内の洗浄液を交換した。
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　＜ＩＲスペクトル測定＞
　φ２００のシリコンウエハを１ｃｍ×３ｃｍの大きさに切断し、この切断片をアセトン
の入った金属パットに入れ、約４０ｋＨｚの超音波洗浄機で１０分処理した。超音波洗浄
終了後、オーブンにより１１０度で１時間加熱し乾燥させた。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１９】
　但し、各汚染検出手段の警報出力設定として、脱脂槽に設置した汚染検出手段は吸光度
が０．３０、脱脂槽は０．４０、乾燥槽は０．３５とし、各汚染検出手段から警報が出力
された場合には、自動で汚染が検出された洗浄槽内の洗浄液を交換した。
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